




 

 

施策 ①早期把握のための仕組みづくり 
 

相談窓口や支援施策について、区ホームページへの掲載や広報紙、チラシ、SNS 等、様々

な媒体を活用して、当事者が相談しようと思えるような方法で幅広く周知するとともに、子

ども・若年・中高年などの年齢層や配偶者・子どもの有無などの家族の状況に関わりなく、

困難な状況にある誰もが相談できる体制整備や気軽に安心して立ち寄ることのできる居場所

を提供し、早期把握・早期支援に努めます。 

 

番号 主な取組/ 事業 内 容 所管課 
重点
事業 

（＊） 
   

男女平等推進センター 
 

 

 

 

１ 

 

アウトリーチ等に

よる支援対象者の

早期把握 

アウトリーチをはじめ、来所・電

話・メール等による相談、SNS

等を利用し、支援対象者が相談に

つながりやすい環境の整備に努め

ます。 

自立促進担当課長

高齢者福祉課 

保健予防課 

子ども若者課

児童相談課 

子ども家庭支援センター 

 

 

 

★ 

   教育センター  

  
区関係施設や空き家を活用し、気 

男女平等推進センター

地域区民ひろば課

自立促進担当課長

高齢者福祉課 

子ども若者課 

子ども家庭支援センター

住宅課 

 

  軽に立ち寄り、安心して自分の気 

  持ちや悩みを話すことができ、必 

２ 
気軽に立ち寄れる 

居場所の整備 

要な場合は支援者や他の当事者と 

も交流することができるような居 

  場所の整備に努めます。また、当 

  事者や家族向けの講演会等も行い 

  ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計
画
の
内
容 

第  

３  

章 

＊重点事業 

区が特に重点的に取り組むべき事業を「重点事業」と位置付けて推進していくとともに、

毎年度、事業評価をする対象とします。 
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施策 ②健康・生活・就労・居住支援の充実 
 

子ども・若年・中高年などの年齢層や配偶者・子どもの有無などの家族の状況を問わず、

困難な問題を抱えるすべての女性が、安定的に日常生活や社会生活を営み、その人らしい暮

らしを実現できる社会を目指し、個々の課題に対して、多様な支援を切れ目なく包括的に提

供します。 

 

番号 主な取組/ 事業 内 容 所管課 重点
事業 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

こころと身体の健

康支援 

 

 

医療機関等と連携した専門的な支

援により、丁寧に回復につなげて

いきます。伴走型支援（P49）や、

特に支援が必要な妊産婦への支援

等も実施します。 

男女平等推進センター

自立促進担当課長

保健予防課 

健康推進課 

長崎健康相談所

子育て支援課 

児童相談課 

子ども家庭支援センター 

教育センター 

 

 

 

 

 

★ 

 

 

 

４ 

 

 

 

生活支援 

関係機関とも連携しながら、生活

に関する相談の機会を提供し、安

定的な生活を送ることができる力

を身につけるための環境を整備し

ます。 

男女平等推進センター

自立促進担当課長

生活福祉課 

西部生活福祉課

子育て支援課 

子ども家庭支援センター 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

就労等の日中活動

の支援 

個々の生活状況に合わせ、就労支

援を行っている関係機関や民間団

体と連携した就業支援を行います。

また、就労に関する悩みや疑問の

解消、スキルアップをテーマとし

た講座や、女性に特化した創業支

援等も実施します。 

 

男女平等推進センター

生活産業課 

自立促進担当課長

障害福祉課 

子育て支援課 

 

32









D V













 

 

施策 ⑤庁内外支援体制の整備 
 

庁内外・区内外の多様な支援主体が連携し、その知識・強み・資源を最大限活用して、多

様化・複合化・複雑化する問題を抱える女性への適切かつ迅速な支援に取り組むための体制

を整えます。 

 

番号 主な取組/ 事業 内 容 所管課 重点
事業 

  
困難な問題を抱える女性への支援 

  

  を適切かつ円滑に行うために必要   

20 
支援調整会議の設 

置 

な情報交換や、支援の内容を協議 

するために、関係部署、関係機関、 
男女平等推進センター ★ 

  民間団体等を構成メンバーとする   

  支援調整会議を設置します。   

  
先進的な取組を行っている自治体 

  

 

 

21 

 

他自治体等との連

携 

との意見交換を行い、支援内容の

充実を図ります。 

民間団体や支援者に対しても、実

情に応じた効果的な研修の機会を 

提供し、支援体制の強化に努めま 

男女平等推進センター

自立促進担当課長

子育て支援課 

児童相談課 

  す。  

  
警察及び民間団体との連携により 

  

  相談受付体制の確保に努めます。  

  女性相談支援員等が専門的技術に  

  基づいて必要な支援を行えるよう、  

  支援員の質の向上につながる研修  

22 
相談支援機能の強 

化 

を充実させます。 

また、支援員が抱える個別事例に 

支援に関わる全ての

相談窓口（相談窓口 

  対する助言を受けられるよう、体 設置課） 
  制整備について検討を行います。  

  多様な性自認・性的指向の人々を  

  含めた、性別等に関わらず相談し  

  やすい環境を整備します。  

  
複雑困難な事例による支援者側の 

  

  精神的負担への配慮や事例研究等  

 

23 
支援者のメンタル

ケア等の充実 

によるスキルアップに取り組みま

す。また、女性相談支援員等の心 

身の健康を守るために、セルフケ 

人材育成担当課長

男女平等推進センター 

  ア等のメンタルヘルス対策を行い  

  ます。  
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本計画の推進にあたっては、関係各課が連携して計画に基づく施策を着実に実施するとと

もに、「男女共同参画推進会議」をはじめ、「困難女性支援に関する庁内連絡会議」や令和７年

度に設置予定の「支援調整会議」において適宜、情報共有や意見交換等を行い、関係機関や民間団

体とも連携した体制により、地域一体となって円滑かつ効果的な推進を図ります。 

 

本計画における年度ごとの取組状況の確認•評価については、事業を実施している担当課

において事業の内容を評価する実施状況調査を行い、結果の取りまとめを男女共同参画推進

会議及び男女共同参画推進委員会（区の内部会議）に提出します。そこでの検討を踏まえ、

評価結果を次年度の事業改善につなげていきます。 

また、設定された計７の目標についても、毎年度確認して進捗状況や成果を把握し、２年

後の計画の見直しにつなげます。 

 

 

施  策 評価指標 現状値 
令和６（2024）年度 

計画目標 
令和８（2026）年度 

①早期把握のための仕

組みづくり 

相談できる場を知って

いる人の割合【％】 
令和７年度集計 増やす 

②健康•生活•就労•

居住支援の充実 

専門医による「女性の

健康相談」と「こころ

の相談」の利用状況 

女性の健康相談32 件 

こころの相談  22 件 

女性の心身の健康の困難な

状況に応じて適切に相談を

利用することができる 

 

 

③若年女性支援の充実 

SNS を活用したター

ゲティング広告による

インプレッション（表

示）数•リーチ（クリッ

ク）数【回】 

インプレッション（表示）数 

1,421,198 回 

リーチ（クリック）数 

5,822 回 

インプレッション（表示）数 

1,500,000 回 

リーチ（クリック）数 

6,200 回 

④複合的課題を抱える

女性への支援 

個別支援計画策定件数 

【件】 

16 件 

（試行実施） 
50 件 

⑤庁内外支援体制の整

備 

関係機関や民間団体と

の支援調整会議関連会

議開催数【件】 

 

令和７年度集計 

 

増やす 

⑥民間団体や関係機関

との協働の推進 

支援状況調査回答民間

団体数【団体】 
20 団体 25 団体 

⑦困難女性支援に対す

るすべての人の理解

の促進 

当事者のエンパワーメ

ントにつながる事業実

施数【件】 

 

令和７年度集計 

 

増やす 

１ 計画の推進体制 

２ 評価・進捗管理 

指 標 
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本計画で掲載されている用語の解説を五十音順に示します。それぞれの用語に初出ページ

を記載しています。 

【あ行】 
●アウトリーチ ........................................................................................................................... （P20） 

必要な支援が届いていない人に行政や支援機関などが積極的な働きかけを行い、情報や支

援を届けるための取組 

●エンパワーメント ................................................................................................................... （P44） 
その人が本来持っている長所•力•強さに着目して支援し、また環境を整えることで、そ

の人自身が自ら持つ長所や能力に気づき、自信を得て、個人として、また社会の一員として

生活や環境をコントロールできるような自律的な力を発揮できるようになること。 

【か行】 
●加害者プログラム ................................................................................................................... （P44） 

被害者支援の一環として、被害者の安全を確実なものとする、加害者に自身の加害の責任

を自覚させる、加害者の認知•行動変容を起こすことを目的として加害者を対象に行うプロ

グラム。 

【さ行】 
●ジェンダー ................................................................................................................................. （P2） 

生物学的性別や性差を意味するセックスに対して、社会的•文化的に形成された性別や性

差を意味する言葉。 

●住宅確保要配慮者 ................................................................................................................... （P33） 
低所得者や被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など「住宅確保要配慮者に対する賃貸住

宅の供給の促進に関する法律及び施行規則（国土交通省令）」に定める、住まいを確保する

際に配慮を要する人々。 

●女性相談支援員 ......................................................................................................................... （P8） 
困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び

専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員 

●性自認 ......................................................................................................................................... （P3） 
自分自身の性別を、自分でどのように認識しているかということ。「心の性」と言い換えら

れることもある。 

１ 用語解説 
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